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（資料出所）厚生労働省「平成２０年賃金構造基本統計調査」

○ 福祉施設介護員・訪問介護員と全産業の賃金水準を比べると、男性では差が大きいが、女性では比較的差が大きく
ない傾向にある。

○ 年齢・経験（勤続）年数が大きくなるほど、福祉施設介護員・訪問介護員と全産業の賃金水準の差が大きくなる傾
向がある。

性別・年齢別・経験（勤続）年数別賃金

○年齢別賃金（決まって支給する現金給与額）

○経験年数（勤続年数）別賃金（所定内給与額）

（注）産業計については、勤続年数別の賃金であり、福祉施設介護員・ホームへールパーについては、経験年数別の賃金である。

全産業 全産業

賃金（千円） 賃金（千円）
全産業との差

（千円）
賃金（千円） 賃金（千円）

全産業との差
（千円）

賃金（千円）
全産業との差

（千円）

全体 369.3 231.7 137.6 243.1 208.6 34.5 205.6 37.5

20～24歳 234.9 193.5 41.4 206.9 196.1 10.8 180.4 26.5

25～29歳 282.5 220.3 62.2 236.4 215.0 21.4 221.8 14.6

30～34歳 330.9 249.0 81.9 250.7 216.9 33.8 217.0 33.7

35～39歳 379.0 254.2 124.8 263.3 214.6 48.7 201.6 61.7

40～44歳 423.9 264.6 159.3 269.5 206.2 63.3 202.1 67.4

45～49歳 447.4 272.6 174.8 259.8 211.7 48.1 211.6 48.2

50～54歳 451.3 280.0 171.3 255.0 211.4 43.6 205.9 49.1

55～59歳 421.8 233.1 188.7 241.1 219.7 21.4 211.1 30.0

男性 女性

福祉施設介護員 福祉施設介護員 ホームヘルパー

全産業 全産業

賃金（千円） 賃金（千円）
全産業との差

（千円）
賃金（千円） 賃金（千円）

全産業との差
（千円）

賃金（千円）
全産業との差

（千円）

全体 369.3 231.7 137.6 243.1 208.6 34.5 205.6 37.5

1年未満 241.8 179.7 62 .1 193.6 171.7 21.9 167.2 26 .4

1～4年 263.7 193.8 69 .9 203.2 183.5 19.7 181.3 21 .9

5～9年 294.7 227.3 67 .4 218.6 198.8 19.8 198.3 20 .3

10～14年 327.1 255.7 71 .4 236.7 216.8 19.9 211.9 24 .8

15年以上 418.1 301.5 116.6 286.1 248.4 37.7 205.1 81 .0

男性 女性

福祉施設介護員 福祉施設介護員 ホームヘルパー

経験年数、平均年齢等の要素の違いがあり、単純な比較はできないが、

短時間労働者であるホ ム ルパ 福祉施設介護員 １時間あたり所定内給与額は 産業計と比較して高い傾向に

介護�員の��� �短時間労働者�

短時間労働者であるホームヘルパー・福祉施設介護員の１時間あたり所定内給与額は、産業計と比較して高い傾向に

ある。

短時間労働者の男女比、平均年齢、勤続年数及び１時間あたり所定内給与額

平均年齢 勤続年数
１時間あたり

所定内給与額
構成比 平均年齢 勤続年数

１時間あたり

所定内給与額
構成比 平均年齢 勤続年数

１時間あたり

所定内給与額

(歳) (年) (円) (％） (歳) (年) (円) (％） (歳) (年) (円)

男女計 男性 女性

43.1 4.7 999 26.4 39.7 3.9 1,071 73.6 44.2 5.0 975

医師 43.2 5.0 10,047 77.0 44.1 5.0 10,670 23.0 40.1 5.0 7,961

看護師 43.6 4.2 1,643 1.2 56.7 3.7 1,403 98.8 43.4 4.2 1,646

産業計

准看護師 46.7 5.4 1,453 4.7 38.6 3.8 1,499 95.3 47.1 5.5 1,450

理学療法士、作業療法士 34.1 3.4 3,230 42.0 34.5 4.2 3,695 58.0 33.9 2.8 2,893

保育士 41.3 4.9 980 3.7 19.0 1.3 832 96.3 41.4 4.9 981

職
種
別

ケアマネジャー 50.8 3.7 1,352 4.6 46.7 5.2 1,170 95.4 51.0 3.6 1,361

ホームヘルパー 52.3 4.3 1,269 4.6 51.0 2.6 1,185 95.4 52.3 4.3 1,273

福祉施設介護員 47.8 3.3 1,009 9.6 48.6 3.8 1,035 90.4 47.7 3.2 1,007

（資料出所）厚生労働省「平成20年賃金構造基本統計調査」

注１）短時間労働者とは、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い労働者、又は、１日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の
労働者よりも少ない労働者をいう。

２）福祉施設介護員は、児童福祉施設、身体障害者福祉施設、老人福祉施設その他の福祉施設において、介護の仕事に従事する者をいう。
３）１時間あたり所定内給与額：各労働者ごとに、所定内給与額を所定内実労働時間数で除したものである。円未満に端数がある場合は、円未満を四捨五入している。

なお、所定内給与額とは、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により６月分として支給された現金給与額（きまって支給する現金給与額）
のうち、超過労働給与額を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。

４）ホームヘルパーについては、他の産業と比較して高い傾向にあるが、非サービス時間を賃金支給の対象としていない事業所があるものと考えられる。
・訪問介護員（非正社員）の非サービス時間を賃金支給の対象としていない事業所の割合（非サービス時間の種類別）（平成18年度介護労働実態調査）
待機時間：46.1％、書類・報告作成時間：35.5％、移動時間：34.1％、ミーティング時間：18.8％、研修・講習時間：17.5％



117



118

（右側）（左側）（右側）（左側）
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労働基準法の遵守状況

労働基準法違反事業場比率

（資料出所）厚生労働省「労働基準監督年報」

平成18年 平成19年 平成20年度

社会福祉
施設

全産業
社会福祉

施設
全産業

社会福祉
施設

全産業

違反事業場比率 78.5％ 67.4％ 75.0％ 67.9％ 77.5％ 68.5％

主
要
条
文
別

労基法第15条（労働条件の明示） 15.6％ 9.5％ 14.3％ 10.6％ 15.5％ 11.2％

労基法第32・40条（労働時間） 35.6％ 23.8％ 34.0％ 24.6％ 32.2％ 25.2％

労基法第37条（割増賃金） 36.6％ 17.1％ 32.7％ 17.5％ 35.8％ 18.1％

労基法第89条（就業規則） 27.1％ 12.7％ 26.9％ 12.7％ 24.3％ 12.5％

労基法第108条（賃金台帳） 15.8％ 6.3％ 13.3％ 6.7％ 14.9％ 7.0％

社会福祉施設は、全産業と比較して労働基準法に違反している割合が高い。また、個別（主要条文

別）にみると、その差はさらに大きい傾向にある。
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人材の見通し
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医療・介護分野全体の人材の見通し

2025年には、必要となる医療・介護分野全体の人材数は、労働力人口の１割前後になると見込まれる。

(資料出所) 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成18(2006)年12月推計)」、

雇用政策研究会「労働力人口の見通し(平成19年12月)」、社会保障国民会議「医療・

介護費用のシミュレーション」、総務省「労働力調査」、「人口推計」、厚生労働省

「介護サービス施設・事業所調査」

注) 2025年の生産年齢人口は出生中位(死亡中位)推計の値。労働力人口は2017年から2030年

の「労働市場への参加が進んだケース」と「進まないケース」が平均的に減尐すると仮定して

試算したもの。2025年の医療・介護分野全体の人材数は、社会保障国民会議のＡシナリオ～

B3シナリオの値。

200７年 2025年

医療・介護分野
全体の人材数

385万人 551～684万人

労働力人口 6,669万人 5,820～6,320万人

割合 5.8％ 8.7～11.8％

労働力人口に占める医療・介護分野全体
の人材の割合

6,669
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生産年齢人口、労働力人口、必要となる医療・介護分野全体
の人材数の見通し(試算)

介護の担い手と介護職員の見通し
○ 200７年から2025年にかけて、生産年齢(15～64歳)人口は約1５％減尐し、労働力人口も約５～

1３％程度減尐すると見込まれる。一方、必要となる介護職員数は倍増すると推計される。

○ この結果、現行のサービス水準を維持・改善しようとする場合、労働力人口に占める介護職員数の割

合は、200７年から2025年にかけて、倍以上になる必要があると見込まれる。

(資料出所) 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成18(2006)年12月推計)」、

雇用政策研究会「労働力人口の見通し(平成19年12月)」、社会保障国民会議「医療・

介護費用のシミュレーション」、総務省「労働力調査」、「人口推計」、厚生労働省

「介護サービス施設・事業所調査」

注) 2025年の生産年齢人口は出生中位(死亡中位)推計の値。労働力人口は2017年から2030年

の「労働市場への参加が進んだケース」と「進まないケース」が平均的に減尐すると仮定して

試算したもの。2025年の介護職員数は社会保障国民会議のＡシナリオ～B2・B3シナリオ

の値。

200７年 2025年

介護職員数 117.2万人 212～255万人

労働力人口 6,669万人 5,820～6,320万人

割合 1.８％ 3.4～4.4％

労働力人口に占める介護職員の割合
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人材の役割分担




